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野田市条例第３２号 

 

   野田市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 

野田市国民健康保険条例（昭和４３年野田市条例第２５号）の一部を次のよ

うに改正する。 

目次中「第４５条」を「第４５条の２」に改める。 

第１２条各号列記以外の部分中「及び第３８条の２」を「、第３８条の２及

び第３８条の３」に改め、同条第２号エ中「及び第７２条の３の２第１項」を

「、第７２条の３の２第１項及び第７２条の３の３第１項」に、「及び国民健

康保険保険給付費等交付金」を「並びに国民健康保険保険給付費等交付金」に

改める。 

第１４条第１項中「附則第３５条の２の６第１１項又は第１５項」を「附則 

第３５条の２の６第８項又は第１１項」に、「附則第３５条の２の６第１５項」 

を「附則第３５条の２の６第１１項」に改める。 

第２１条各号列記以外の部分中「及び第３８条の２」を「、第３８条の２及

び第３８条の３」に改め、同条第２号イ中「及び第７２条の３の２第１項」を

「、第７２条の３の２第１項及び第７２条の３の３第１項」に改める。 

第２９条各号列記以外の部分中「第３７条」の次に「及び第３８条の３」を

加え、同条第２号イ中「第７２条の３第１項」の次に「及び第７２条の３の３

第１項」を加える。 

第３６条第１項中「という。）となった」を「という。）となり、若しくは

特例対象被保険者等でなくなった」に、「若しくは減少した場合」を「又は減

少した場合」に改め、「又は特例対象被保険者等となった場合」を削り、「に

定める額若しくは同条第２項若しくは第３項の規定により読み替えて準用する

同条第１項各号」を「（同条第２項又は第３項の規定により読み替えて準用す

る場合を含む。次項において同じ。）に定める額、第３８条の２第１項（同条

第３項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。）に

定める第１５条又は第１８条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率にそれ

ぞれ１０分の５を乗じて得た額、第３８条の２第２項第１号（同条第３項の規



定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。）に定める額、

第３８条の３第１項各号（同条第２項又は第３項の規定により読み替えて準用

する場合を含む。次項において同じ。）に定める額若しくは同条第４項各号（

同条第５項又は第６項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項にお

いて同じ。）」に、「発生し、又は被保険者数」を「発生した日又は被保険者

数」に、「とする。）若しくは」を「とする。）、」に、「特例対象被保険者

等となった日」を「特例対象被保険者等となり、若しくは特例対象被保険者等

でなくなった日」に改め、同条第２項中「若しくは同条第２項若しくは第３項

の規定により読み替えて準用する同条第１項各号」を「、第３８条の２第１項

に定める第１５条又は第１８条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率にそ

れぞれ１０分の５を乗じて得た額、第３８条の２第２項第１号に定める額、第

３８条の３第１項各号に定める額若しくは同条第４項各号」に改める。 

第３７条第１項第１号中「附則第３５条の２の６第１１項又は第１５項」を

「附則第３５条の２の６第８項又は第１１項」に、「附則第３５条の２の６第

１５項」を「附則第３５条の２の６第１１項」に改める。 

第３８条の２第１項中「被保険者均等割額の保険料額に」を「被保険者均等

割の保険料率から、当該保険料率に」に改め、「得た額」の次に「を控除して

得た額」を加え、同条第２項を次のように改める。 

２ 当該年度において、第３７条に規定する基準に従い保険料を減額するもの

とした納付義務者の世帯に未就学児がある場合における当該未就学児に係る

当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第１号に掲げる額から第２

号に掲げる額を控除して得た額とする。 

(1)  第１５条又は第１８条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、

当該保険料率に第３７条第１項各号に規定する場合に応じてそれぞれ同項

各号アに掲げる割合を乗じて得た額を控除して得た額 

(2)  前号に掲げる額に、それぞれ、１０分の５を乗じて得た額 

第３８条の２の次に次の１条を加える。 

（出産被保険者の保険料の減額） 

第３８条の３ 当該年度において、世帯に出産被保険者（国民健康保険法施行

令第２９条の７第５項第８号に規定する出産被保険者をいう。以下同じ。）



がある場合における当該世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課額の

うち基礎賦課額は、第１３条又は第１６条の基礎賦課額から、次の各号の合

算額を減額して得た額（当該減額して得た額が６５０，０００円を超える場

合には、６５０，０００円）とする（第４項に掲げる場合を除く。）。 

(1) 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基礎 

賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に１２分の１を乗じて得た額に、 

当該出産被保険者の出産の予定日（国民健康保険法施行規則（昭和３３年

厚生省令第５３号）第３２条の１０の２で定める場合には、出産の日。第

４５条の２第１項及び第２項において同じ。）の属する月（以下この号に

おいて「出産予定月」という。）の前月（多胎妊娠の場合には、３月前）

から出産予定月の翌々月までの期間（以下「産前産後期間」という。）の

うち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

(2) 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に１２分の１を乗

じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する

月数を乗じて得た額 

２ 前項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この

場合において、同項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課 

額」と、「第１３条又は第１６条」とあるのは「第２２条又は第２５条」と、 

「６５０，０００円」とあるのは「２２０，０００円」と読み替えるものと

する。 

３ 第１項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合に

おいて、同項中「規定する出産被保険者をいう。以下同じ。」とあるのは「

規定する出産被保険者（介護納付金賦課被保険者である者に限る。）をいう。

以下この項において同じ。」と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦 

課額」と、「第１３条又は第１６条」とあるのは「第３０条」と、「６５０， 

０００円」とあるのは「１７０，０００円」と読み替えるものとする。 

４ 当該年度において、第３７条に規定する基準に従い保険料を減額するもの

とした納付義務者の世帯に出産被保険者がある場合における当該世帯の納付

義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、当該減額後の第

１３条又は第１６条の基礎賦課額から、次の各号の合算額を減額して得た額



（当該減額して得た額が６５０，０００円を超える場合には、６５０，００

０円）とする。 

(1) 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基礎 

賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に１２分の１を乗じて得た額に、 

当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得

た額 

(2) 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料

率に第３７条第１項各号に規定する場合に応じてそれぞれ同項各号アに掲 

げる割合を乗じて得た額を控除して得た額に１２分の１を乗じて得た額に、 

当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得

た額 

５ 前項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この

場合において、同項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課 

額」と、「第１３条又は第１６条」とあるのは「第２２条又は第２５条」と、 

「６５０，０００円」とあるのは「２２０，０００円」と読み替えるものと

する。 

６ 第４項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合に

おいて、同項中「出産被保険者」とあるのは「出産被保険者（介護納付金賦

課被保険者である者に限る。以下この項において同じ。）」と、「基礎賦課

額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第１３条又は第１６条」とある 

のは「第３０条」と、「６５０，０００円」とあるのは「１７０，０００円」 

と読み替えるものとする。 

第６章中第４５条の次に次の１条を加える。 

（出産被保険者に関する届出） 

第４５条の２ 出産被保険者の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載

した届書を市長に提出しなければならない。 

(1) 世帯主の氏名及び住所 

(2) 出産被保険者の氏名、住所及び生年月日 

(3) 出産の予定日 

(4) 単胎妊娠又は多胎妊娠の別 



２ 前項の届書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

(1) 出産の予定日を明らかにすることができる書類 

(2) 多胎妊娠の場合にあっては、その旨を明らかにすることができる書類 

(3) 出産後に前項の規定による届出を行う場合にあっては、出産した被保険

者と当該出産に係る子との親子関係を明らかにすることができる書類 

３ 第１項の規定による届出は、出産被保険者の出産の予定日の６月前から行

うことができる。 

４ 第１項の規定にかかわらず、市長が、出産被保険者について同項各号に掲

げる事項及び第２項各号に掲げる書類において明らかにすべき事項を確認す

ることができるときは、第１項の規定による届出を省略させることができる。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の野田市国民健康保険条例第３８条の３の規定は、

令和５年度分の保険料のうち令和６年１月以後の期間に係るもの及び令和６

年度以後の年度分の保険料について適用し、令和５年度分の保険料のうち令

和５年１２月以前の期間に係るもの及び令和４年度以前の年度分の保険料に

ついては、なお従前の例による。 

 


